
議員提出議案第６号 

北朝鮮による全ての拉致被害者等の即時一括帰国の実現を求める意見書の 

提出について 

 

 標記のことについて、下記のとおり意見書を提出する。 

 令和２年１２月１８日提出 

提出者 八幡浜市議会議員 新 宮 康 史 

同   同        平 家 恭 治 

 

記 

 

北朝鮮による全ての拉致被害者等の即時一括帰国の実現を求める意見書 

 

北朝鮮による日本人の拉致は、我が国の主権及び国民の生命と安全に関わる重大な

問題であるが、帰国が実現した拉致被害者は５名にとどまり、拉致問題の解決に向け

た進展が見られていない。 

 拉致問題の発生から４０年以上が経過し、拉致被害者及び拉致の可能性が排除でき

ない特定失踪者自身やその家族も高齢化し、もはや一刻の猶予もない状況に置かれて

いる。本県特定失踪者においても同様であり、家族に残された時間を考えると、早急

に特定失踪者を含む全ての拉致被害者等の即時一括帰国を実現しなければならない。 

 菅総理は、就任記者会見で、北朝鮮による拉致問題に関して「米国などの関係国と

緊密に連携する」と述べ、全ての拉致被害者の一日も早い帰国に向け全力を挙げる考

えを示した。また、再度拉致問題担当大臣に就任した加藤官房長官も会見で、米国な

ど関係国としっかりと連携をとっていく考えを示し、「一刻の猶予もない」と解決に

意欲を示した。 

 よって、国においては、今後とも北朝鮮による拉致問題を「最優先、最重要課題」

と位置付け、米国をはじめとする国際社会と連携を強化し、あらゆる手段を講じて、

全ての拉致被害者等の即時一括帰国を実現させ、北朝鮮による拉致問題の一刻も早い

完全解決を図るよう強く要望する。 

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 

 

令和２年１２月１８日 

 

愛媛県八幡浜市議会 

 



 衆議院議長 

参議院議長 

内閣総理大臣   宛 

外務大臣 

内閣官房長官 

拉致問題担当大臣 


